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【
翻
刻
】 

詔
殷
湯
開
帝
功
也
求
良
弼
於
傅
野
之
雲
周 

文
基
王
業
也
得
賢
佐
扵
渭
濵
之
月
聖
人
猶
假 

船
檝
之
力
眇
身
盍
頼
股
肱
之
資
左
大
臣
藤
原 

朝
臣
用
柄
德
俻
兮
尤
堪
理
𫞖
之
才
屓
𣂰
任
重 

兮
自
合
和
羹
之
器
夫
万
機
巨
細
百
官
揔
己
皆 

先
関
白
扵
左
大
臣
然
後
奏
下
一
如
舊
典
庶
續
大 

麓
赫
〻
之
跡
須
達
四
門
穆
〻
之
聦
布
告
遐
迩 

令
知
朕
意
主
者
施
行 

應
永
卅
一
年
四
月
廿
日 

 【
本
文
】 

詔
、
殷
湯
開
帝
功
也
、
求
良
弼
於
傅
野
之
雲
。
周
文
基
王
業
也
、
得
賢
佐
於
渭
浜
之

月
。
聖
人
猶
仮
船
楫
之
力
、
眇
身
盍
頼
股
肱
之
資
。
左
大
臣
藤
原
朝
臣
、
用
柄
徳
備

兮
、
尤
堪
理
民
之
才
。
負
鼎
任
重
兮
、
自
合
和
羹
之
器
。
夫
万
機
巨
細
、
百
官
惣
己
。

皆
先
関
白
於
左
大
臣
、
然
後
奏
下
、
一
如
旧
典
。
庶
続
大
麓
赫
々
之
跡
、
須
達
四
門

穆
々
之
聡
。
布
告
遐
邇
、
令
知
朕
意
。
主
者
施
行
。 

応
永
卅
一
年
四
月
廿
日 

 【
訓
読
】 

詔
す
ら
く
、
殷
湯
帝
功
を
開
く
や
、
良

弼

り
や
う
ひ
つ

を
傅
野

ふ

や

の
雲
に
求
む
。
周
文
王
業
を

基
も
と
ゐ

と
す
る
や
、
賢
佐
を
渭
浜
の
月
に
得
。
聖
人
猶な

ほ
船
楫

せ
ん
し
ふ

の
力
を
仮か

り
、
眇
身

べ
う
し
ん

盍な
ん

ぞ
股

肱
の
資た

す

け
を
頼
ま
ざ
る
。
左
大
臣
藤
原
朝
臣
、
用
柄
せ
ら
れ
徳
も
備
は
り
て
、
尤
も

民
を
理を

さ

む
る
の
才
に
堪た

ふ
。
鼎

か
な
へ

を
負
ふ
任
重
く
、

自
お
の
づ
か

ら
和
羹

わ

か

う

の
器
に
合
ふ
。
夫
れ

万
機
の
巨
細
、
百
官
己お

の

れ
に
惣す

べ
よ
。
皆
先
づ
左
大
臣
に

関
あ
づ
か

り
白ま

う

さ
し
め
、
然
る
後

に
奏
し
下
す
こ
と
、
一い

つ

に
旧
典
の
如
く
せ
よ
。
庶

こ
ひ
ね
が

は
く
は
大
麓

た
い
ろ
く

赫
々

か
く
か
く

の
跡
に
続
き
、

須
ら
く
四
門
穆
々
の
聡
に
達
す
べ
し
。
遐
邇

か

じ

に
布
告
し
て
、朕
が
意
を
知
ら
し
め
よ
。

主
者
施
行
せ
よ
。 

「
称
光
天
皇
授
藤
原
持
基
関
白
職
詔
」（『
兼
宣
公
記
』）
注
釈
稿 
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応
永
三
十
一
年
四
月
二
十
日 

 【
底
本
】 

当
該
の
文
書
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
』
、

広
橋
兼
宣
自
筆
『
兼
宣
公
記
』（
Ｈ―

一
〇
八
三―

六
二
一
）
応
永
三
十
一
年
（
一
四
二
四
）

四
月
二
十
日
条
に
所
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
史
料
纂
集
』
所
収
の
『
兼
宣
公
記
』

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
字
句
の
誤
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
当
該
の
文
書
は
広
橋
綱
光
自
筆
『
綱
光
公
記
』（
Ｈ

―

一
〇
八
三―

六
六
七
）
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
四
月
二
十
八
日
条
に
も
所
収
さ
れ
て

お
り
、『
兼
宣
公
記
』
所
収
の
も
の
と
字
句
の
異
同
が
な
い
た
め
、
こ
れ
を
筆
写
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。 

 【
出
典
】 

当
該
文
書
に
お
け
る
「
傅
野
之
雲
」
お
よ
び
「
渭
浜
之
月
」
の
語
句
は
、
後
述
の

【
語
釈
】
で
示
す
と
お
り
、
殷
の
傅
説
お
よ
び
周
の
太
公
望
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も

の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
字
句
と
合
致
す
る
用
例
は
な
か
な
か
確
認
で
き
な
い
。
前

者
に
つ
い
て
は
、
大
江
匡
衡
「
春
日
野
行
」（
『
江
吏
部
集
』
上―

三
一
）
に
、
後
者
に
つ

い
て
は
、
天
元
二
年
（
九
七
九
）
の
大
江
匡
衡
「
寿
考
対
策
」（
『
本
朝
文
粋
』
巻
三―

八

二
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
老
人―

七
二
七
）
に
類
例
が
確
認
で
き
る
。 

ま
ず
「
春
日
野
行
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。 

郊
外
雪
銷
春
採
菜
、
行
人
顧
望
日
将
曛
。 

此
時
想
得
和
羮
事
、
誰
問
当
初
傅
野
雲

、
、
、
。 

郊
外
の
雪
銷き

え
な
ば
春
菜
を
採
ら
ん
、
行
人
顧
望
す
れ
ば
日
将
に
曛く

れ
ん

と
す
。
此
の
時
想
ひ
得
た
り
和
羮
の
事
を
、
誰
か
問
は
ん
当
初
傅
野
の
雲

を
（

1
）
。 

つ
い
で
「
寿
考
対
策
」
で
あ
る
。 

太
公
望
之
遇
周
文
、
渭
浜
之

、
、
、
波
畳
面
。 

綺
里
季
之
輔
漢
恵
、
商
山
之
月
、
、
垂
眉
。 

太
公
望
の
周
文
に
遇あ

へ
る
、
渭
浜
の
波
面
に
畳
め
り
。
綺
里
季
の
漢
恵
を

輔た
す

く
る
、
商
山
の
月
眉
に
垂
れ
た
り
（

2
）
。 

当
該
文
書
に
お
い
て
大
江
匡
衡
の
詩
文
と
通
じ
る
字
句
が
、
二
個
所
に
わ
た
り
、

確
認
で
き
る
こ
と
は
な
か
な
か
偶
然
と
は
見
な
し
え
ず
、
他
に
用
例
の
確
認
で
き
な

い
こ
と
と
相
ま
っ
て
（

3
）
、
当
該
文
書
が
匡
衡
の
詩
文
を
踏
ま
え
た
蓋
然
性
は
低
く

な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
当
該
文
書
が
匡
衡
の
詩
文
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
す
る

の
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
匡
衡
の
詩
文
を
踏
ま
え
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明
す

る
必
要
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
当
該
文
書
の
草
者
が
判
明
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
つ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。 

 【
背
景
】 

既
述
の
と
お
り
、
当
該
文
書
の
草
者
は
判
然
と
し
な
い
。
応
永
二
十
九
年
か
ら
永
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享
六
年
（
一
四
二
二
～
三
四
）
の
間
に
大
内
記
に
任
じ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
五

条
為
清
が
想
定
で
き
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
（

4
）
、
確
証
は
な
い
。
そ
の
う
え
五

条
為
清
が
大
江
匡
衡
を
踏
ま
え
る
理
由
に
つ
い
て
も
詳
ら
か
に
し
え
な
い
。
当
該
文

書
が
『
兼
宣
公
記
』
に
収
載
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
広
橋
兼
宣
が
貞
治
七
年
（
一

三
六
八
）
正
月
二
十
五
日
に
三
歳
で
学
問
料
を
あ
た
え
ら
れ
、
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）

八
月
十
九
日
に
対
策
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
五
月
二
十
六
日
に
文
章
博
士
に
補
せ

ら
れ
た
官
歴
か
ら
う
か
が
え
る
（

5
）
。
幼
く
し
て
の
補
職
で
あ
る
た
め
、
内
実
を
と

も
な
わ
な
い
形
式
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
兼

宣
は
洞
院
満
季
か
ら
釈
奠
に
お
け
る
詩
の
添
削
を
た
び
た
び
求
め
ら
れ
、
み
ず
か
ら

そ
の
理
由
を
「
余
依
為
儒
中
也
」（
余
儒
中
た
る
に
依
る
な
り
）
と
日
次
記
に
記
載
す
る

と
お
り
、
儒
者
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
（

6
）
。
兼
宣
が
「
人
ノ
身

一
代
ハ
昭
、
一
代
ハ
穆
。
昭
穆
々
々
ト
列
ス
ル
事
ナ
リ
」
と
日
次
記
に
記
す
く
だ
り

は
（

7
）
、
『
礼
記
』
「
祭
統
」
の
「
夫
祭
有
昭
穆
。
昭
穆
者
、
所
以
別
父
子
・
遠
近
・

長
幼
・
親
疏
之
序
而
無
乱
也
」（
夫
れ
祭
る
に
昭
穆
有
り
。
昭
穆
は
、
父
子
・
遠
近
・
長
幼
・

親
疏
の
序
を
別
ち
て
乱
る
る
こ
と
無
か
ら
し
む
る
所
以
な
り
）
な
ど
の
経
文
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
と
お
ぼ
し
く
、兼
宣
は
一
定
程
度
に
は
儒
学
に
通
じ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

兼
宣
の
嫡
子
で
あ
る
宣
光
（
兼
郷
）
も
同
様
に
応
永
十
六
年
閏
三
月
二
十
三
日
に
七
歳

で
文
章
生
、
翌
年
二
月
三
日
に
方
略
試
な
ら
び
に
対
策
を
経
て
い
る
う
え
（

8
）
、
宣

光
は
足
利
義
教
の
名
字
を
選
定
す
る
に
あ
た
っ
て
「
依
之
可
被
仰
儒
中
之
由
有
議
。

可
為
公
卿
儒
、
又
沙
汰
出
来
。
仍
以
右
大
弁
可
為
勘
者
云
々
」（
之
に
依
り
儒
中
に
仰
せ

ら
る
べ
き
の
由
議
有
り
。
公
卿
の
儒
た
る
べ
く
、
又
沙
汰
出
来
す
。
仍
て
右
大
弁
〈
広
橋
宣
光
〉

を
以
て
勘
者
た
る
べ
し
と
云
々
）
と
「
公
卿
儒
」
と
し
て
勘
者
と
な
る
こ
と
を
要
請
さ
れ

て
い
る
（

9
）
。
そ
し
て
兼
郷
の
嫡
子
で
あ
る
綱
光
も
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
三
月
十

四
日
に
二
十
四
歳
で
献
策
を
経
て
い
る
（

10
）
。
以
上
、
広
橋
家
が
「
公
卿
儒
」
の
地

位
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
文
書
は
『
兼
宣
公
記
』
ひ
い
て
は
『
綱
光

公
記
』
に
収
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 【
語
釈
】 

○
詔 

天
皇
の
意
志
を
伝
達
す
る
文
書
で
あ
り
、
臨
時
の
大
事
に
際
し
て
発
給
す
る

も
の
（
『
令
義
解
』「
公
式
令
・
詔
書
式
条
」
）
。『
後
深
心
院
関
白
記
』
康
安
元
年
（
一
三
六

一
）
十
一
月
九
日
条
に
「
詔、
、
朕
以
、
庸
菲
政
、
謝
勲
華
」（
詔
す
ら
く
、
朕
以お

も

ふ
に
、

菲ひ

政せ
い

を
庸も

ち

ゐ
、
勲
華

く

ん

か

に
謝
す
）
と
見
え
る
。 

○
殷
湯 

殷
の
湯
王
。『
後
漢
書
』
巻
八
十
五
「
東
夷
列
伝
」
に
「
桀
為
暴
虐
、
諸
夷

内
侵
、
殷
湯
、
、
革
命
、
伐
而
定
之
」（
桀
暴
虐
た
れ
ば
、
諸
夷
内
侵
し
、
殷
湯
革
命
、
伐
ち
て

之
を
定
む
）
、『
藝
文
類
聚
』
巻
三
十
七
「
人
部
二
十
一
・
隠
逸
下
」
に
「
魏
桓
範
薦
管

寧
表
」（
魏
の
桓
範
管
寧
を
薦
む
る
表
）
に
「
臣
聞
、
殷
湯
、
、
聘
伊
尹
於
畎
畝
之
中
、
周
文
、
、

進
呂
尚
於
渭
水
之
浜
」（
臣
聞
く
、
殷
湯
伊
尹
を
畎
畝

け

ん

ぽ

の
中
に
聘
し
、
周
文
呂
尚
を
渭
水
の
浜

に
進
む
）
と
見
え
る
。 

○
開
帝
功 

天
子
が
国
を
統
治
す
る
事
業
を
開
拓
す
る
。『
後
漢
書
』
巻
四
十
下
「
班

彪
列
伝
下
」
に
「
分
州
土
、
立
市
朝
、
作
舟
車
、
造
器
械
、
斯
軒
轅
氏
之
所
以
開
帝
、
、
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功、
也
」（
州
土
を
分
か
ち
、
市
朝
を
立
て
、
舟
車
を
作
り
、
器
械
を
造
る
は
、
斯こ

れ
軒
轅
氏
の

帝
功
を
開
く
所
以
な
り
）
、「
答
藤
原
基
通
公
辞
摂
政
表
勅
」（
藤
原
〈
近
衛
〉
基
通
公
摂
政

を
辞
せ
ん
と
す
る
表
に
答
ふ
る
勅
）
（『
猪
隈
関
白
記
』
正
治
元
年
〈
一
一
九
九
〉
二
月
二
十
六

日
条
）
に
「
俟
賢
弼
良
佐
、
必
開
帝
功

、
、
、
」（
賢
弼
良
佐
を
俟
ち
て
、
必
ず
帝
功
を
開
か
ん
）

と
見
え
る
。 

○
良
弼 

優
れ
た
輔
佐
の
臣
。
『
尚
書
』
「
商
書
・
説
命
上
」
に
「
恭
黙
思
道
。
夢
帝

賚
予
良
弼
、
、
。
其
代
予
言
」（
恭
黙
し
て
道
を
思
ふ
。
夢
に
帝
予
に
良
弼
を
賚た

ま

ふ
。
其
れ
予
に
代

は
り
て
言
は
ん
）
、「
光
明
天
皇
授
藤
原
道
教
関
白
職
詔
」（
光
明
天
皇
藤
原
〈
九
条
〉
道
教

に
関
白
職
を
授
く
る
詔
）（『
中
院
一
品
記
』
康
永
元
年
〈
一
三
四
二
〉
五
月
十
六
日
条
）
に
「
唯

頼
良
弼

、
、
、
之
転
導

〔
輔
〕

、
旁
期
庶
績
之
雍
凞
」

〔
熙
〕

（
唯た

だ
良
弼
の
輔
導
を
頼
み
、
旁

か
た
が

た
庶
績

し
ょ
せ
き

の
雍
熙

よ

う

き

を
期
す
）
と
見
え
る
。 

○
傅
野
之
雲 

傅
巌
の
原
野
に
か
か
る
雲
。
上
記
【
出
典
】
を
参
照
。「
傅
野
」
は
殷

の
高
宗
武
丁
が
夢
で
告
げ
ら
れ
た
輔
佐
役
で
あ
る
傅
説
を
見
い
だ
し
た
場
所
で
あ
り
、

『
尚
書
』
「
商
書
・
説
命
上
」
に
「
説
築
傅、
巌
之
野、
、
惟
肖
」（
説
傅
巌
の
野や

に
築
き
、

惟こ

れ
肖
た
り
）
と
見
え
る
。 

○
周
文 

周
の
文
王
。
前
掲
「
魏
桓
範
薦
管
寧
表
」
を
参
照
。『
三
国
志
』
巻
四
十
「
蜀

書
十
・
彭
羕
伝
」
に
「
昔
高
宗
夢
傅
説
、
周
文
、
、
求
呂
尚
」（
昔
高
宗
は
傅
説
を
夢
み
、
周

文
は
呂
尚
を
求
む
）
と
も
見
え
る
。 

○
基 

は
じ
め
、
起
こ
り
。『
漢
書
』
巻
三
十
六
「
劉
向
伝
」
に
「
及
至
周
文
、
開
基、

西
郊
」（
周
文
に
至
り
て
、
西
郊
に
開
基
す
る
に
及
ぶ
）
と
見
え
る
。 

○
王
業 

帝
王
が
国
を
統
治
す
る
事
業
。『
史
記
』
巻
四
「
周
本
紀
」
に
「
文
王
・
武

王
之
所
以
為
王
業
、
、
之
不
易
」（
文
王
・
武
王
の
王
業
を
為
す
所
以
の
易や

す

か
ら
ず
）
、「
山
門
訴

状
案
」（
『
後
愚
昧
記
』
応
安
元
年
〈
一
三
六
八
〉
七
月
二
十
三
日
条
）
に
「
本
朝
者
、
元
来

為
神
国
嗣
王
業
、
、
」（
本
朝
は
、
元
来
神
国
と
し
て
王
業
を
嗣
ぐ
）
と
見
え
る
。 

○
賢
佐 

賢
明
な
輔
佐
。
良
佐
。『
漢
書
』
巻
四
十
九
「
鼂
錯
伝
」
に
「
陛
下
之
徳
厚

而
得
賢
佐
、
、
」（
陛
下
の
徳
厚
く
し
て
賢
佐
を
得
）
、
前
掲
「
光
明
天
皇
授
藤
原
道
教
関
白
職

詔
」
に
「
雖
為
舜
・
禹
・
湯
・
武
之
明
主
、
猶
任
稷
・
契
・
伊
・
呂
之
賢
佐
、
、
者
也
」

（
舜
・
禹
・
湯
・
武
の
明
主
た
り
と
雖
も
、
猶
ほ
稷
・
契せ

つ

・
伊
・
呂
の
賢
佐
を
任
ず
る
者
な
り
）

と
見
え
る
。 

○
渭
浜
之
月 

渭
浜
に
か
か
る
月
。
渭
水
の
浜
に
お
け
る
月
。
上
記
【
出
典
】
を
参

照
。
渭
浜
は
黄
河
の
支
流
で
あ
る
渭
水
の
ほ
と
り
の
こ
と
で
、
釣
り
を
し
て
い
た
太

公
望
が
周
の
文
王
に
見
い
だ
さ
れ
た
場
所
。 

○
聖
人
猶
仮
船
楫
之
力 

聖
人
で
あ
っ
て
も
舟
と
楫
の
助
力
を
仰
ぐ
。
『
周
易
』
「
繫

辞
下
伝
」
第
二
章
に
「
黃
帝
・
堯
・
舜
、…

刳
木
為
舟
、
剡
木
為
楫
、
舟
楫
之

、
、
、
利
、

以
済
不
通
、
致
遠
以
利
天
下
、
蓋
取
諸
渙
」（
黃
帝
・
堯
・
舜
、…

木
を
刳く

り
て
舟
と
為
し
、

木
を
剡け

づ

り
て
楫か

ぢ

と
為
し
、
舟
楫

し
う
し
ふ

の
利
、
以
て
通
ぜ
ざ
る
を
済わ

た

し
、
遠
き
を
致
し
て
以
て
天
下
を

利
す
る
は
、
蓋
し
諸こ

れ

を
渙

く
わ
ん

に
取
る
）
と
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
聖
人
」
は
黃
帝
・
堯
・

舜
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
仮
船
楫
」
は
文
脈
に
鑑
み
て
、『
荀
子
』「
勧
学
」
の
「
仮
舟
、
、

楫、
者
、
非
能
水
也
、
而
絶
江
河
。
君
子
生
非
異
也
、
善
仮
於
物
也
」（
舟
楫
を
仮か

る
者
は
、

水
に
能た

ふ
る
に
非
ざ
る
な
り
、
而
る
に
江
河
を
絶
す
。
君
子
は
生
異
な
る
に
非
ざ
る
な
り
、
善
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く
物
に
仮
れ
ば
な
り
）
を
踏
ま
え
た
模
様
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
「
伏
見
天
皇
授
藤
原
家

基
関
白
職
詔
」（
伏
見
天
皇
藤
原
〈
近
衛
〉
家
基
に
関
白
職
を
授
く
る
詔
）（『
勘
仲
記
』
正
応

二
年
〈
一
二
八
九
〉
四
月
十
三
日
条
）
の
「
殷
説
入
夢
、
巨
川
備
舟
楫
之

、
、
、
用
」（
殷
説
夢
に

入
り
、
巨
川
舟
楫
の
用
に
備
ふ
）
と
の
用
例
も
あ
げ
ら
れ
る
。「
之
力
」
に
つ
い
て
は
『
春

秋
左
氏
伝
』
襄
公
十
九
年
に
「
今
将
借、
人
之
力
、
、
、
以
救
其
死
」（
今
将は

た
人
の
力
を
借
り

て
、
以
て
其
の
死
を
救
へ
り
）
と
見
え
る
。 

○
眇
身 

取
る
に
足
り
な
い
身
。
天
子
が
自
身
を
へ
り
く
だ
っ
て
い
う
際
に
使
用
す

る
言
葉
。
こ
こ
で
は
「
聖
人
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
元
鼎
五
年
（
紀
元
前
一
一
三
）

十
一
月
の
詔
（
『
漢
書
』
巻
六
「
武
帝
紀
」
）
に
「
朕
以
眇
身
、
、
、
託
于
王
侯
之
上
」（
朕
眇
身

を
以
て
、
王
侯
の
上
に
託
す
）
と
見
え
、
当
該
箇
所
に
関
す
る
顔
師
古
の
注
に
は
「
眇
、

細
末
也
」
と
記
さ
れ
る
。
他
の
用
例
と
し
て
は
、
菅
原
在
胤
「
後
光
厳
天
皇
第
四
年

忌
佛
事
勅
願
文
草
」（
『
後
愚
昧
記
』
永
和
三
年
〈
一
三
七
七
〉
正
月
二
十
九
日
条
）
の
「
眇、

身、
忝
自
藩
被
擢
、
謬
当
宁
而
立
」（
眇
身

忝
か
た
じ
け
な

く
も
藩
よ
り
擢ぬ

き

ん
で
ら
れ
、
謬
り

あ
や
ま

て
当ま

さ

に

宁
た
た
ず

み
て
立
つ
べ
し
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

○
盍 

ど
う
し
て
～
し
な
い
の
か
。
～
し
た
ら
ど
う
な
の
か
。『
史
料
纂
集
』
で
は
「
蓋
」

と
翻
刻
し
、
意
味
の
上
に
お
い
て
は
「
盍
」
と
「
蓋
」
と
は
通
用
す
る
の
で
あ
る
が
、

自
筆
本
は
楷
書
で
「
盍
」
と
記
し
て
い
る
。『
綱
光
公
記
』
も
「
盍
」
で
あ
る
。
用
例

に
つ
い
て
は
、
次
項
を
参
照
。 

○
頼 

当
て
に
す
る
。
前
掲
「
良
弼
」
の
語
釈
の
ほ
か
、『
後
漢
書
』
巻
七
「
孝
桓
帝

紀
」
に
「
幸
頼
股
肱

、
、
、
禦
侮
之
助
、
残
醜
消
蕩
、
民
和
年
稔
、
普
天
率
土
、
遐
邇
、
、
洽
同
」

（
幸
ひ
に
し
て
股
肱
禦
侮

ぎ

ょ

ぶ

の
助
け
に
頼
り
、
残
醜
消
蕩
し
、
民
は
和や

は

ら
ぎ
年
は
稔み

の

り
、
普
天
率

土
、
遐
邇

か

じ

洽
同

こ
う
ど
う

す
）
と
見
え
、「
後
白
河
天
皇
授
藤
原
基
実
関
白
職
詔
」（
後
白
河
天
皇
藤

原
〈
近
衛
〉
基
実
に
関
白
職
を
授
く
る
詔
）
（『
兵
範
記
』
保
元
三
年
〈
一
一
五
八
〉
八
月
十
一

日
条
）
の
「
彼
明
王
至
治
之
昔
、
猶
資
良
弼
。
是
小
子
愚
昧
之
今
、
盍
憑
、
、
賢
才
」（
彼

の
明
王
至
治
の
昔
も
、
猶
ほ
良
弼
を
資と

る
。
是こ

れ
小
子
愚
昧
の
今
は
、
盍
ぞ
賢
才
を
憑た

の

ま
ん
）

の
「
憑
」
に
も
通
じ
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。 

○
股
肱 

必
要
缼
く
べ
か
ら
ざ
る
重
臣
。
前
項
『
後
漢
書
』
の
ほ
か
、『
春
秋
左
氏
伝
』

僖
公
二
十
六
年
に
「
昔
周
公
・
大
公
、
股
肱
、
、
周
室
、
夾
輔
成
王
」（
昔
周
公
・
大
公
、
周

室
に
股
肱
と
し
て
、
成
王
を
夾け

ふ

輔ほ

す
）
、
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
十
二
月
二
十
四
日
「
後

堀
河
天
皇
授
藤
原
道
家
関
白
職
詔
」（
後
堀
河
天
皇
藤
原
〈
九
条
〉
道
家
に
関
白
職
を
授
く

る
詔
）（『
詔
勅
宣
下
摂
関
准
后
作
進
之
実
記
』
天
）
に
「
誠
是
国
之
冠
冕
、
朕
之
股
肱
、
、
也
」

（
誠
に
是
れ
国
の
冠
冕
、
朕
の
股
肱
な
り
）
と
見
え
る
。 

○
之
資 

～
の
地
位
。
～
の
助
力
。『
三
国
志
』
巻
五
十
四
「
吳
書
九
・
呂
蒙
伝
」
に

「
曹
公
乗
漢
相
之
資
、
、
、
挟
天
子
而
掃
群
桀
」（
曹
公
漢
相
の
資し

に
乗
じ
、
天
子
を
挟
み
て
群

桀
を
掃は

ら

ふ
）
、「
答
藤
原
基
通
公
辞
関
白
表
勅
」（
藤
原
〈
近
衛
〉
基
通
公
関
白
を
辞
せ
ん
と

す
る
表
に
答
ふ
る
勅
）（
『
猪
隈
関
白
記
』
建
久
八
年
〈
一
一
九
七
〉
七
月
五
日
条
）
に
「
帝
鴻

之
馭
時
俗
、
猶
須
賢
良
之
資
、
、
」（
帝
鴻
の
時
俗
を
馭
す
る
に
、
猶
ほ
賢
良
の
資た

す

け
を
須も

ち

ゐ
る

が
ご
と
し
）
と
見
え
る
。 

○
左
大
臣
藤
原
朝
臣 

二
条
持
基
。
生
歿
は
明
徳
元
年
～
文
安
二
年
（
一
三
九
〇
～
一

四
四
五
）
。
関
白
二
条
師
嗣
の
次
男
で
、
応
永
十
七
年
（
一
四
一
〇
）
に
兄
満
基
の
死
歿
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に
よ
り
、
そ
の
養
子
と
し
て
二
条
家
の
家
督
を
継
承
。
左
大
臣
に
任
官
し
た
の
は
応

永
二
十
七
年
で
あ
る
（
『
康
富
記
』
同
年
閏
正
月
十
三
日
条
）
。
同
三
十
一
年
に
関
白
に
補

せ
ら
れ
た
の
は
、
前
任
者
の
九
条
満
教
が
足
利
義
持
の
不
興
を
蒙
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
『
看
聞
日
記
』
同
年
五
月
二
十
二
日
条
）
。
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
後
花
園
天
皇
の
摂

政
に
転
じ
（
『
薩
戒
記
』
同
年
七
月
二
十
八
日
条
）
、
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
八
月
か
ら
十

月
の
あ
い
だ
、
一
条
兼
良
が
一
時
的
に
摂
政
に
補
せ
ら
れ
た
期
間
を
除
き
、
死
歿
す

る
ま
で
摂
関
の
地
位
に
あ
っ
た
（
『
公
卿
補
任
』
）
。
足
利
義
教
の
元
服
の
際
の
装
束
を

差
配
し
た
り
（
『
満
済
准
后
日
記
』
正
長
二
年
三
月
九
日
条
）
、
義
教
か
ら
永
享
へ
の
改
元

に
関
す
る
諮
問
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
（
『
同
』
同
年
九
月
四
日
条
）
、
義
教
に
重
用
さ

れ
、
後
小
松
院
歿
後
の
後
花
園
天
皇
の
諒
闇
の
是
非
を
は
じ
め
、
朝
廷
の
故
実
を
め

ぐ
り
、
兼
良
と
拮
抗
す
る
関
係
に
あ
っ
た
（
『
同
』
永
享
五
年
十
月
二
十
四
日
条
）
。 

○
用
柄 

権
力
を
授
け
て
任
用
す
る
こ
と
。
柄
用
。
『
漢
書
』
巻
八
十
五
「
谷
永
伝
」

の
「
永
知
鳳
方
見
柄
用
、
、
、
陰
欲
自
託
」（
永
鳳
の
方ま

さ

に
柄
用
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
知
り
て
、
陰ひ

そ

か
に
自

み
づ
か

ら
を
託
せ
ん
と
欲
す
）
に
関
す
る
顔
師
古
の
注
に
「
言
任
用
之
授
以
権
也
」（
之

を
任
用
す
る
に
以
て
権
を
授
く
る
を
言
ふ
な
り
）
、「
後
光
厳
天
皇
授
藤
原
冬
通
関
白
職
詔
」

（
後
光
厳
天
皇
藤
原
〈
鷹
司
〉
冬
通
に
関
白
職
を
授
く
る
詔
）
（『
師
守
記
』
貞
治
六
年
〈
一
三

六
七
〉
八
月
二
十
七
日
条
）
に
「
久
司
鼎
貴
之
職
、
已
当
柄
用
、
、
之
仁
」（
久
し
く
鼎
貴
の
職

を

司
つ
か
さ
ど

り
、
已
に
柄
用
の
仁
に
当
た
る
）
と
見
え
る
。 

○
徳
備 

徳
が
備
わ
る
。
『
荘
子
』
「
外
篇
・
天
運
」
に
「
九
洛
之
事
、
治
成
徳、
備、
。

監
照
下
土
、
天
下
戴
之
、
此
謂
上
皇
」（
九
洛
の
事
、
治
成
り
徳
備
は
る
。
下
土
を
監
照
し
、

天
下
之
を
戴
く
、
此
れ
を
上
皇
と
謂
ふ
）
、『
同
』「
雑
篇
・
則
陽
」
に
「
大
人
不
賜
、
故
徳、

備、
」（
大
人
は

賜
わ
た
く
し

せ
ず
、
故
に
徳
備
は
る
」）
と
見
え
る
。 

○
尤
堪 

と
り
わ
け
適
任
で
あ
る
。
と
く
に
も
ち
こ
た
え
る
。
白
居
易
「
和
令
狐
相

公
新
於
郡
內
栽
竹
百
竿
、
拆
壁
開
軒
旦
夕
対
翫
、
偶
題
七
言
五
韻
」（
令
狐
相
公
新
た
に

郡
內
に
於
い
て
竹
百
竿
を
栽う

ゑ
、
壁へ

き

を
拆ひ

ら

き
軒
を
開
き
旦
夕
対

翫

た
い
ぐ
わ
ん

し
、
偶

た
ま
た
ま

七
言
五
韻
を
題
す

る
に
和
す
）（
『
白
氏
文
集
』
二
六
三
六
）
に
「
更
登
楼
望
尤
堪
、
、
重
、
千
万
人
家
無
一
莖
」

（
更
に
楼
に
登
り
望
め
ば
尤
も
重
ん
ず
る
に
堪
へ
た
り
、
千
万
の
人
家
に
一
莖

い
つ
け
い

も
無
し
）
と
見

え
る
。 

○
理
民 

民
を
統
治
す
る
。
『
史
記
』
巻
二
「
夏
本
紀
」
に
「
皋
陶
作
士
、
以
理
民
、
、
」

（
皋
陶

か
う
え
う

士
と
作な

り
、
以
て
民
を
理を

さ

む
）
と
見
え
る
。 

○
之
才 

～
の
才
覚
。
『
論
語
』
「
泰
伯
」
に
「
如
有
周
公
之
才
、
、
之
美
、
使
驕
且
吝
、

其
餘
不
足
観
也
已
」（
如も

し
周
公
の
才
の
美
有
る
も
、
驕
り
且
つ
吝

や
ぶ
さ

か
な
ら
し
め
ば
、
其
の

餘
は
観
る
に
足
ら
ざ
る
の
み
）
、『
三
国
志
』
巻
二
「
魏
書
二
・
文
帝
紀
」
に
「
詔
曰
、
昔

仲
尼
資
大
聖
之
才
、
、
、
懐
帝
王
之
器
」（
詔
に
曰
は
く
、
昔
仲
尼
大
聖
の
才
を
資
と
し
、
帝
王

の
器
を
懐い

だ

く
）
、『
薩
戒
記
』
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
十
二
月
八
日
条
に
「
儒
弁
之、

才、
如
何
」（
儒
弁
の
才
如
何
）
と
見
え
る
。 

○
負
鼎 

鼎
を
背
負
う
。「
負
」
を
『
兼
宣
公
記
』
自
筆
本
で
は
楷
書
で
「
屓
」
と
記

し
、『
史
料
纂
集
』
は
そ
の
ま
ま
「
屓
」
と
翻
刻
す
る
が
、『
史
記
』
巻
三
「
殷
本
紀
」

の
「
伊
尹
名
阿
衡
。
阿
衡
欲
干
湯
而
無
由
。
乃
為
有
莘
氏
媵
臣
、
負
鼎
、
、
俎
、
以
滋
味

説
湯
、
致
于
王
道
」（
伊
尹
阿
衡
と
名
づ
く
。
阿
衡
湯
に
干も

と

め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
由
無
し
。
乃
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ち
有
莘
氏

ゆ
う
し
ん
し

の
媵
臣

よ
う
し
ん

と
為
り
、
鼎
俎
を
負
ひ
、
滋
味
を
以
て
湯
に
説
き
、
王
道
を
致
せ
り
）
か
ら
、

「
屓
」
は
「
負
」
の
異
体
字
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
綱
光
公
記
』
も
「
屓
」

と
表
記
す
る
。 

○
任
重 

責
任
が
重
い
。『
論
語
』「
泰
伯
」
に
「
士
不
可
以
不
弘
毅
。
任
重
、
、
而
道
遠
」

（
士
は
以
て
弘
毅
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
任
重
く
し
て
道
遠
け
れ
ば
な
り
）
、
『
後
愚
昧
記
』

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
十
二
月
十
四
日
条
に
「
如
令
条
候
者
、
位
高
任
重
、
、
云
々
」（
令

条
の
如
く
候
は
ば
、
位
高
く
任
重
し
と
云
々
）
と
見
え
る
。 

○
自
合 

自
然
に
出
会
う
。
李
康
「
運
命
論
」（
『
文
選
』
巻
五
十
三
）
に
「
聖
明
之
君
、

必
有
忠
賢
之
臣
。
其
所
以
相
遇
也
、
不
求
而
自
合
、
、
」（
聖
明
の
君
に
は
、
必
ず
忠
賢
の
臣

有
り
。
其
の
相
遇
ふ
所
以
は
、
求
め
ず
し
て

自
お
の
づ
か

ら
合
ふ
）
と
見
え
る
。 

○
和
羹 

種
々
の
菜
を
混
ぜ
、
味
を
調
和
さ
せ
た
吸
物
。
転
じ
て
君
主
を
輔
佐
し
て
、

天
下
を
適
切
に
つ
か
さ
ど
る
こ
と
。
『
尚
書
』「
商
書
・
説
命
下
」
に
「
若
作
和
羹
、
、
、

爾
惟
塩
梅
」（
和
羹
を
作な

す
が
若ご

と

く
、
爾

な
ん
ぢ

惟た
だ

塩
梅
せ
よ
）
、「
後
小
松
上
皇
宣
命
」（
『
薩
戒
記
』

正
長
元
年
〈
一
四
二
八
〉
七
月
二
十
八
日
条
）
に
「
関
白
左
大
臣
藤
原
朝
臣
波

和
羹
、
、
年
久
志

弖

済
川
日
新
奈
利

」（
関
白
左
大
臣
藤
原
朝
臣
〈
二
条
持
基
〉
は
和
羹
年
久
し
く
し
て
川
を
済わ

た

る

こ
と
日
に
新
た
な
り
）
と
見
え
る
。 

○
之
器 

～
の
器
量
。『
漢
書
』「
韋
賢
伝
」
巻
七
十
三
「
朝
廷
称
有
宰
相
之
器
、
、
」（
朝

廷
宰
相
の
器
有
り
と
称
す
）
、
儲
光
羲
「
哥
舒
大
夫
頌
徳
」（
『
儲
光
羲
詩
集
』
巻
二
、『
全
唐

詩
』
巻
一
百
三
十
七―

一
五
）
に
「
超
超
渭
浜
器、
、
落
落
山
西
名
」（
超
超
た
る
渭
浜
の
器
、

落
落
た
る
山
西
の
名
）
、『
建
内
記
』
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
四
月
二
十
九
日
条
に
「
彼

相
公
旧
領
安
堵
、
当
時
朝
用
之
器
、
、
也
」（
彼
の
相
公
〈
滋
野
井
実
益
〉
の
旧
領
安
堵
、
当
時

朝
用
の
器
な
り
）
と
見
え
る
。 

○
夫
万
機
巨
細…

一
如
旧
典 

い
っ
た
い
天
子
の
政
務
は
微
細
に
わ
た
る
ま
で
、
官

人
全
員
が
自
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
。
す
べ
て
は
ま
ず
左
大
臣
に
関
与
な
ら
び
に
言

上
を
さ
せ
て
、
そ
の
う
え
で
天
皇
に
奏
し
て
命
令
を
下
達
す
る
こ
と
は
、
た
だ
た
だ

旧
典
を
規
模
と
し
て
施
行
す
る
よ
う
に
。橘
広
相
「
賜
摂
政
太
政
大
臣
関
白
万
機
詔
」

（
摂
政
太
政
大
臣
〈
藤
原
基
経
〉
に
万
機
を
関

あ
づ
か

り
白ま

う

さ
し
む
る
詔
を
賜
ふ
）（『
政
事
要
略
』
巻

三
十
「
年
中
行
事
・
阿
衡
事
」
）
の
「
其、
万
機
巨
細

、
、
、
、
、
百
官
惣
己

、
、
、
、
、
皆
関
白

、
、
、
於、
太
政
大
臣
、
、
、

然
後
奏
下

、
、
、
、
、
一
如
旧

、
、
、
事
」（
其
れ
万
機
の
巨
細
、
百
官
己お

の

れ
に
惣す

べ
て
、
皆
太
政
大
臣
に
関
り

白
さ
し
め
、
然
る
後
に
奏
し
下
す
こ
と
、
一 い

つ

に
旧
事
の
如
く
せ
よ
）
を
規
模
と
し
た
修
辞
で

あ
る
。「
万
機
」
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
巻
三
「
高
后
紀
」
の
「
太
后
臨
朝
称
制
」
に

関
す
る
顔
師
古
の
注
に
「
今
呂
太
后
臨
朝
行
天
子
事
、
断
決
万
機
、
、
」（
今
呂
太
后
臨
朝
し

天
子
の
事
を
行
ひ
、
万
機
を
断
決
す
）
と
見
え
、
「
百
官
惣
己
」
に
つ
い
て
は
『
論
語
』

「
憲
問
」
の
「
君
薨
、
百
官
総
己

、
、
、
、
、
以
聴
於
冢
宰
、
三
年
」（
君
薨
ず
れ
ば
、
百
官
己
れ

に
総す

べ
て
、
以
て
冢
宰
に
聴
く
こ
と
、
三
年
な
り
）
が
、
「
関
白
」
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』

巻
六
十
八
「
霍
光
伝
」
の
「
諸
事
皆
先
関
白

、
、
、
、
光
、
然
後
奏

、
、
、
御
天
子
」（
諸
事
皆
先
づ
光
に

関
り
白
さ
し
め
、
然
る
後
に
天
子
に
奏
御
す
）
が
典
拠
で
あ
る
。『
史
料
纂
集
』
は
「
百
官

惣
己
」
を
「
百
官
捴
已、
」
と
翻
刻
し
、
春
名
宏
昭
氏
は
「
百
官
総
己
」
を
「
百
官
総

已、
」（
百
官
総
已

す

べ

て

）
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
を
提
示
し
て
い
る
（
「
関
白
詔

の
「
百
官
総
己
」
」
『
日
本
歴
史
』
第
八
七
一
号
、
二
〇
二
〇
年
）
。 
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○
庶
続 

希
望
す
る
の
は
～
に
続
く
こ
と
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
巻
七
十
三
「
公
孫
瓚

伝
」
に
「
庶、
続、
桓
・
文
忠
誠
之
効
」（

庶
こ
ひ
ね
が

は
く
は
桓
・
文
忠
誠
の
効
に
続
か
ん
）
と
見
え

る
。 

○
大
麓 

天
子
の
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
総
領
。
摂
政
。
『
尚
書
』
「
虞
書
・
舜
典
」
に

「
賓
于
四
門
、
、
、
四
門
穆
穆

、
、
、
、
。
納
于
大
麓
、
、
、
烈
風
雷
雨
弗
迷
」（
四
門
に
賓
せ
し
む
れ
ば
、

四
門
穆
穆
た
り
。
大
麓
に
納
る
れ
ば
、
烈
風
雷
雨
に
も
迷
は
ず
）
、『
史
記
』
巻
一
「
五
帝
本

紀
」
に
「
舜
入
于
大
麓
、
、
、
烈
風
雷
雨
不
迷
。
堯
乃
知
舜
之
足
授
天
下
。
堯
老
、
使
舜

摂
行
天
子
政
巡
狩
」（
舜
大
麓
に
入
り
、
烈
風
雷
雨
に
迷
は
ず
。
堯
乃
ち
舜
の
天
下
を
授
く
る

に
足
る
を
知
る
。
堯
老
い
、
舜
を
し
て
天
子
の

政
ま
つ
り
ご
と

を
摂
行
し
巡
狩
せ
し
む
）
、
前
掲
「
光
明

天
皇
授
藤
原
道
教
関
白
職
詔
」
に
「
尋
累
門
之
嘉
摸
、
授
大
麓
、
、
之
崇
名
」（
累
門
の
嘉

摸
を
尋
ね
、
大
麓
の
崇
名
を
授
く
）
と
見
え
る
。 

○
赫
々
之
跡 

華
々
し
い
功
績
の
軌
跡
。『
毛
詩
』
小
雅
・
節
南
山
之
什
「
正
月
」
に

「
赫
赫
、
、
宗
周
、
褒
姒
烕
之
」（
赫
赫
た
る
宗
周
、
褒
姒
之
を
烕ほ

ろ

ぼ
さ
ん
）
、『
説
苑
』「
政
理
」

に
「
親
親
者
、
先
内
後
外
、
先
仁
後
義
也
。
此
王
者
之
跡
、
、
也
」（
親
者
を
親
し
み
、
内
を

先
と
し
て
外
を
後
と
し
て
、
仁
を
先
と
し
て
義
を
後
と
す
る
な
り
。
此
れ
王
者
の
跡
な
り
）
、

「
後
光
厳
天
皇
授
藤
原
道
嗣
関
白
職
詔
」（
後
光
厳
天
皇
藤
原
〈
近
衛
〉
道
嗣
に
関
白
職
を

授
く
る
詔
）（『
後
深
心
院
関
白
記
』
康
安
元
年
〈
一
三
六
一
〉
十
一
月
九
日
条
）
に
「
憶
其
賢

能
、
尤
協
良
弼
。
宜
追
子
孟
之
跡
、
、
、
以
助
王
化
之
基
」（
其
の
賢
能
を
憶お

も

へ
ば
、
尤
も
良

弼
に
協か

な

ふ
。
宜
し
く
子
孟
の
跡
を
追
ひ
、
以
て
王
化
の
基
を
助
く
べ
し
）
と
見
え
る
。 

○
須
達 

必
ず
到
達
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
苗
晋
卿
「
上
代
宗
辞
摂
冢
宰
表
」（
代

宗
に

上
た
て
ま
つ

る
摂
冢
宰
を
辞
す
る
表
）（
『
旧
唐
書
』
巻
一
百
一
十
三
「
苗
晋
卿
伝
」
）
の
「
但
以

一
日
之
内
、
万
務
在
中
、
須
達
、
、
宸
聡、
、
始
成
国
政
」（
但
し
一
日
の
内
を
以
て
、
万
務
中

に
在
り
て
、
須
ら
く
宸
聡
に
達
せ
ば
、
始
め
て
国
政
を
成
す
べ
し
）
は
、
苗
晋
卿
が
代
宗
か

ら
任
命
さ
れ
た
摂
冢
宰
を
辞
退
す
る
こ
と
と
、「
須
達
」
に
「
聡
」
が
続
く
こ
と
に
鑑

み
て
、
当
該
文
書
の
依
拠
し
た
蓋
然
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。 

○
四
門
穆
々
之
聡 

前
掲
「
大
麓
」
の
注
釈
を
参
照
。『
尚
書
正
義
』
に
「
穆
穆
、
、
、
美

也
。
四
門
、
、
、
四
方
之
門
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
四
門
は
東
西
南
北
の
四
つ
の
方
角
に

お
け
る
門
で
、「
穆
穆
」
は
麗
し
い
さ
ま
。『
史
記
』「
五
帝
本
紀
」
に
「
舜
賓
於
四
門
、
、
、

乃
流
四
凶
族
、
遷
於
四
裔
、
以
御
螭
魅
。
於
是
四
門
辟
。
言
毋
凶
人
也
」（
舜
四
門
に

賓
し
、
乃
ち
四
凶
族
を
流り

う

し
て
、
四
裔
に
遷
し
、
以
て
螭
魅

ち

み

を
御ふ

せ

ぐ
。
是こ

こ

に
於
い
て
四
門
辟ひ

ら

く
。

凶
人
毋な

き
を
言
ふ
な
り
）
と
あ
る
と
お
り
、
舜
が
四
凶
族
を
配
流
し
て
四
門
を
開
い
た
。

「
聡
」
は
耳
が
鋭
く
、
さ
と
い
こ
と
。『
孟
子
』「
離
婁
上
」
に
「
師
曠
之、
聡、
、
不
以

六
律
、
不
能
正
五
音
」（
師
曠
の
聡
も
、
六
律
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
五
音
を
正
す
能
は
ず
）
と

見
え
、
師
曠
が
晋
の
平
公
の
政
治
顧
問
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭

公
八
年
春
、『
説
苑
』「
君
道
」
「
建
本
」「
善
説
」
「
辨
物
」）
、
君
主
の
輔
佐
と
関
聯
す
る
言

葉
な
の
で
あ
ろ
う
。 

○
布
告 

周
知
さ
せ
る
。
漢
の
高
祖
の
詔
（
『
漢
書
』
巻
一
下
「
高
帝
紀
下
」
）
に
「
賢
士

大
夫
、
有
肯
従
我
游
者
、
吾
能
尊
顕
之
。
布
告
、
、
天
下
、
使
明
知
朕
意

、
、
、
」（
賢
士
大
夫
に
、

肯あ

へ
て
我
に
従
ひ
て
游
ば
ん
と
す
る
者
有
ら
ば
、
吾
能
く
之
を
尊
顕
せ
ん
。
天
下
に
布
告
し
、

朕
が
意
を
明
知
せ
し
め
よ
）
、「
後
小
松
天
皇
授
藤
原
師
嗣
関
白
職
詔
」（
後
小
松
天
皇
藤
原
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〈
二
条
〉
師
嗣
に
関
白
職
を
授
く
る
詔
）
（
『
吉
田
家
日
次
記
』
応
永
五
年
〈
一
三
九
八
〉
三
月

九
日
条
）
に
「
布、
告
遐
邇

、
、
、
、
俾
知
朕
意

、
、
、
、
。
主
者
施
行

、
、
、
、
」（
遐
邇
に
布
告
し
て
、
朕
が
意
を
知

ら
し
め
よ
。
主
者
施
行
せ
よ
）
と
見
え
る
。 

○
遐
邇 

遠
近
。
前
掲
「
頼
」
お
よ
び
「
布
告
」
の
語
釈
を
参
照
。 

○
令
知
朕
意
。
主
者
施
行 
詔
を
し
め
く
く
る
定
型
句
。
前
掲
「
布
告
」
の
語
釈
を

参
照
。 

 【
現
代
語
訳
】 

称
光
天
皇
は
次
の
よ
う
に
詔
を
し
た
、
殷
の
湯
王
が
天
子
に
よ
る
統
治
を
興
す
と
、

殷
の
高
宗
武
丁
は
優
れ
た
輔
佐
の
臣
を
傅
巌
の
原
野
に
か
か
る
雲
に
求
め
て
傅
説
を

見
い
だ
し
た
。
周
の
文
王
は
帝
王
に
よ
る
統
治
を
確
立
す
る
に
あ
た
り
、
賢
明
な
輔

佐
で
あ
る
太
公
望
呂
尚
を
渭
水
の
ほ
と
り
の
月
の
も
と
で
得
た
。
聖
人
で
あ
る
黃
帝
・

堯
・
舜
で
さ
え
渡
河
す
る
た
め
に
舟
と
楫 か

じ

の
力
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
取
る

に
足
り
な
い
身
で
あ
る
自
分
は
ど
う
し
て
腹
心
の
助
力
に
頼
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。

左
大
臣
藤
原
朝
臣
持
基
は
、
権
力
を
授
け
ら
れ
て
任
用
さ
れ
徳
も
備
え
て
、
と
り
わ

け
民
を
統
治
す
る
才
覚
に
適
し
て
い
る
。伊
尹
の
よ
う
に
鼎
を
背
負
う
責
任
が
重
く
、

傅
説
の
よ
う
に
自
然
に
和
羹
の
器
量
と
出
会
っ
た
。
そ
も
そ
も
天
子
の
政
務
の
す
べ

て
は
、
百
官
が
自
身
に
引
き
受
け
よ
。
い
ず
れ
も
ま
ず
左
大
臣
に
関
与
お
よ
び
言
上

を
さ
せ
て
、
そ
の
の
ち
に
天
皇
に
奏
し
て
か
ら
そ
の
仰
せ
を
下
す
こ
と
は
、
専
ら
旧

典
の
と
お
り
に
す
る
こ
と
。
希
望
す
る
こ
と
は
摂
政
と
な
っ
た
舜
の
輝
か
し
い
功
績

に
続
く
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
螭
魅
を
禦
い
で
四
門
を
開
い
た
舜
そ
し
て
師
曠
の
よ
う

な
輔
佐
の
域
に
ま
で
到
達
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
ろ
く
世
に
伝
え
、
わ
た
く
し

の
意
を
知
ら
せ
な
さ
い
。
詔
を
つ
か
さ
ど
る
者
は
実
施
の
こ
と
。 

応
永
三
十
一
年
四
月
二
十
日 

  

※
本
稿
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
け
る
二
〇
二
〇
～
二
二
年
度
共
同
研
究「
『
広

橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
』
を
素
材
と
す
る
中
世
公
家
の
家
蔵
史
料
群
に
関
す
る

研
究
」（
研
究
代
表
者
・
家
永
遵
嗣
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

 

注 （
1
） 

読
解
に
あ
た
っ
て
は
、
木
戸
裕
子
「
江
吏
部
集
試
注
（
十
一
）」
（『
文
獻
探
究
』
第

四
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。 

（
2
） 

本
文
は
漢
字
の
用
法
に
鑑
み
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
ほ
う
に
依
拠
し
た
。
読
解
に
あ

た
っ
て
は
、
後
藤
昭
雄
『
大
江
匡
衡
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
～
二
五

頁
、
出
口
誠
「
平
安
朝
漢
詩
文
に
お
け
る
太
公
望
像
」（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
第
六

五
号
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。
匡
衡
の
「
寿
考
対
策
」
に
つ
い
て
は
『
江
談
抄
』
第

五―

六
六
に
お
い
て
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

（
3
） 

寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
四
月
二
十
五
日
に
一
条
院
で
開
催
さ
れ
た
作
文
会
に
お
い

て
「
所
貴
是
賢
才
」
（
貴
ぶ
所
是
れ
賢
才
）
と
の
詩
題
に
よ
る
一
条
天
皇
の
御
製
「
殷、

帝、
詔
厳
郊
野
月
、
、
、
周
文
、
、
礼
厚
渭、
陽
風
」（
殷
帝
は
詔
を
郊
野
の
月
に
厳
し
く
し
、
周
文
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は
礼
を
渭
陽
の
風
に
厚
く
す
）（
『
十
訓
抄
』
三―

一
六
）
は
類
例
と
は
い
え
な
い
ま
で

も
、
同
作
に
当
該
文
書
と
類
似
し
た
語
彙
お
よ
び
表
現
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
な
お
こ
の
作
文
会
に
お
い
て
は
大
江
匡
衡
が
講
師
を
つ
と
め
て
い
る
（『
御
堂

関
白
記
』
、
前
掲
後
藤
昭
雄
『
大
江
匡
衡
』
一
五
七
頁
）
。 

（
4
） 

『
薩
戒
記
』
（
『
大
日
本
古
記
録
』）
応
永
二
十
九
年
（
一
四
二
二
）
十
二
月
十
八
日

条
、
『
看
聞
日
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
貞
成
親
王
自
筆
本
〈
特―

一
〇
七
〉、『
圖
書

寮
叢
刊
』、
『
続
群
書
類
従
』
補
遺
二
）
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
三
月
十
七
日
条
。 

（
5
） 

『
公
卿
補
任
』
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
）
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
。 

（
6
） 

『
兼
宣
公
記
』
応
永
二
十
九
年
（
一
四
二
二
）
二
月
九
日
条
・
同
三
十
年
二
月
五
日

条
。 

（
7
） 

『
兼
宣
公
記
』
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
』
、

広
橋
兼
宣
自
筆
『
兼
宣
公
記
』
Ｈ―

一
〇
八
三―

六
三
一
）
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）

二
月
十
九
日
条
。 

（
8
） 

『
公
卿
補
任
』
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
。 

（
9
） 

『
薩
戒
記
』
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
三
月
十
二
日
条
。 

（
10
） 

『
公
卿
補
任
』
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
。 

 


